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重点化すべきプログラムについて

現行計画における重点化すべきプログラムに相当するプログラム、及び上記数値上位のプログラムを対象に、脆弱性評
価において行ったフローチャート分析を用いて、関連が強いプログラム（一方のプログラムが進捗すれば、他方のプログラ
ムも相当程度進捗が見込まれるもの）について、調整を行った。

意見聴取の実施

①都道府県、市町村、学識経験を有する者、国土強靱化に関する施策の
推進に密接な関係を有する者に対し、重点化すべきプログラムの目安（影
響の大きさ、国の役割の大きさ、緊急度）を踏まえ、 意見を聴取した。
②上記意見を数値化し、以下の重みを付けて平均することにより、各プロ
グラムに点数付けを行った。（別紙１）
地方公共団体：学識経験者：関係団体等＝１：２：１

特定の自然災害、事業分野への偏りの調整

プログラムの進捗状況の考慮

アクションプラン2018において、施策の進
捗状況が完了に近づいたプログラムにつ
いては、重点化すべきプログラムの対象
外とした。

プログラムの選定

○国土強靱化基本法においては、施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならないとされており、このため現行の基本
計画においては、「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策群である４５のプログラムから、重点化すべき１５のプログ
ラムを選択していたところ。
○脆弱性評価の指針において45の「起きてはならない最悪の事態」が見直されたことや、施策の進捗、社会情勢の変化等も踏ま
え、現行計画における重点化すべきプログラムからの入れ替えをベースとしつつ、重点化すべきプログラムを見直す。
○重点化すべきプログラムは、国土強靱化基本計画の一部として閣議決定（年内を予定）されるものであるが、重点化すべきプロ
グラムを円滑に平成31年度予算案に反映するため、関係府省庁が行う概算要求前に予め重点化すべきプログラムの案を関係府
省庁で申し合わせ、各関係府省庁はこれに基づき概算要求を行う。

施策の進捗の考慮 社会情勢の変化、新たなニーズへの対応

（別紙２）
１



（
別

紙
１

）
重

点
化

す
べ

き
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
点

数
表

（
左
：
点
数
／
100点

、右
：
順
位
／
45中

）

1
-
1
)

住
宅

・
建

物
・
交

通
施

設
等

の
複

合
的

・
大

規
模

倒
壊

や
不

特
定

多
数

が
集

ま
る

施
設

の
倒

壊
に

よ
る

多
数

の
死

傷
者

の
発

生
4
.4

2
5
.2

4
2
.6

1
6

4
.4

5

1
-
2
)

密
集

市
街

地
や

不
特

定
多

数
が

集
ま

る
施

設
に

お
け

る
大

規
模

火
災

に
よ

る
多

数
の

死
傷

者
の

発
生

3
.1

1
4

3
.5

9
1
.7

2
5

2
.9

1
1

1
-
3
)

広
域

に
わ

た
る

大
規

模
津

波
等

に
よ

る
多

数
の

死
傷

者
の

発
生

4
.0

3
3
.6

8
3
.1

1
1

3
.6

7

1
-
4
)

突
発

的
又

は
広

域
か

つ
長

期
的

な
市

街
地

等
の

浸
水

に
よ

る
多

数
の

死
傷

者
の

発
生

3
.4

9
2
.4

1
6

1
.5

2
8

2
.4

1
6

1
-
5
)

大
規

模
な

火
山

噴
火

・
土

砂
災

害
（
深

層
崩

壊
）
等

に
よ

る
多

数
の

死
傷

者
の

発
生

3
.8

5
1
.2

3
1

3
.1

1
2

2
.3

1
8

1
-
6
)

暴
風

雪
や

豪
雪

等
に

伴
う
多

数
の

死
傷

者
の

発
生

3
.4

1
1

1
.6

2
6

2
.2

1
9

2
.2

2
0

2
-
1
)

被
災

地
で

の
食

料
・
飲

料
水

・
電

力
・
燃

料
等

、
生

命
に

関
わ

る
物

資
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

供
給

の
停

止
4
.8

1
3
.8

7
7
.0

1
4
.9

3

2
-
2
)

多
数

か
つ

長
期

に
わ

た
る

孤
立

地
域

等
の

同
時

発
生

1
.7

2
6

0
.3

4
1

1
.9

2
1

1
.0

3
7

2
-
3
)

自
衛

隊
、

警
察

、
消

防
、

海
保

等
の

被
災

等
に

よ
る

救
助

・
救

急
活

動
等

の
絶

対
的

不
足

3
.3

1
3

1
.7

2
3

1
.8

2
2

2
.1

2
1

2
-
4
)

想
定

を
超

え
る

大
量

の
帰

宅
困

難
者

の
発

生
、

混
乱

1
.1

3
6

0
.7

3
8

1
.6

2
6

1
.0

3
6

2
-
5
)

医
療

施
設

及
び

関
係

者
の

絶
対

的
不

足
・
被

災
、

支
援

ル
ー

ト
の

途
絶

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

供
給

の
途

絶
に

よ
る

医
療

機
能

の
麻

痺
3
.4

1
0

3
.1

1
0

4
.4

6
3
.5

8

2
-
6
)

被
災

地
に

お
け

る
疫

病
・
感

染
症

等
の

大
規

模
発

生
1
.4

3
3

0
.9

3
5

1
.5

2
9

1
.2

3
4

2
-
7
)

劣
悪

な
避

難
生

活
環

境
、

不
十

分
な

健
康

管
理

に
よ

る
多

数
の

被
災

者
の

健
康

状
態

の
悪

化
・
死

者
の

発
生

2
.0

2
3

1
.9

1
9

3
.6

8
2
.4

1
7

3
-
1
)

被
災

に
よ

る
司

法
機

能
、

警
察

機
能

の
大

幅
な

低
下

に
よ

る
治

安
の

悪
化

、
社

会
の

混
乱

1
.3

3
4

1
.9

2
0

0
.7

3
7

1
.5

2
9

3
-
2
)

首
都

圏
等

で
の

中
央

官
庁

機
能

の
機

能
不

全
1
.9

2
4

2
.9

1
1

3
.1

1
3

2
.7

1
3

3
-
3
)

地
方

行
政

機
関

の
職

員
・
施

設
等

の
被

災
に

よ
る

機
能

の
大

幅
な

低
下

3
.6

7
1
.7

2
2

1
.3

3
2

2
.1

2
2

4
-
1
)

防
災

・
災

害
対

応
に

必
要

な
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

麻
痺

・
機

能
停

止
3
.8

4
5
.4

3
3
.1

1
4

4
.4

4

4
-
2
)

テ
レ

ビ
・
ラ

ジ
オ

放
送

の
中

断
等

に
よ

り
災

害
情

報
が

必
要

な
者

に
伝

達
で

き
な

い
事

態
1
.5

3
1

0
.6

3
9

0
.3

4
3

0
.7

4
1

4
-
3
)

災
害

時
に

活
用

す
る

情
報

サ
ー

ビ
ス

が
機

能
停

止
し

、
情

報
の

収
集

・
伝

達
が

で
き

ず
、

 避
難

行
動

や
救

助
・
支

援
が

遅
れ

る
事

態
3
.3

1
2

1
0
.1

1
2
.9

1
5

6
.6

1

5
-
1
)

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ
ー

ン
の

寸
断

等
に

よ
る

企
業

の
生

産
力

低
下

に
よ

る
国

際
競

争
力

の
低

下
1
.4

3
2

2
.8

1
2

4
.4

5
2
.9

1
2

5
-
2
)

エ
ネ

ル
ギ

ー
供

給
の

停
止

に
よ

る
、

社
会

経
済

活
動

・
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
の

維
持

へ
の

甚
大

な
影

響
2
.3

1
8

2
.1

1
7

3
.7

7
2
.6

1
4

5
-
3
)

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

・
重

要
な

産
業

施
設

の
損

壊
、

火
災

、
爆

発
等

1
.0

3
9

1
.3

2
8

0
.6

4
0

1
.0

3
5

5
-
4
)

海
上

輸
送

の
機

能
の

停
止

に
よ

る
海

外
貿

易
へ

の
甚

大
な

影
響

0
.7

4
3

0
.8

3
6

0
.7

3
8

0
.8

3
9

5
-
5
)

太
平

洋
ベ

ル
ト

地
帯

の
幹

線
が

分
断

す
る

等
、

基
幹

的
陸

上
海

上
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

機
能

停
止

に
よ

る
物

流
・
人

流
へ

の
甚

大
な

影
響

2
.6

1
7

4
.8

5
5
.3

3
4
.4

6

5
-
6
)

複
数

空
港

の
同

時
被

災
に

よ
る

国
際

航
空

輸
送

へ
の

甚
大

な
影

響
0
.5

4
5

0
.0

4
3

0
.7

3
9

0
.3

4
5

5
-
7
)

金
融

サ
ー

ビ
ス

・
郵

便
等

の
機

能
停

止
に

よ
る

国
民

生
活

・
商

取
引

等
へ

の
甚

大
な

影
響

0
.9

4
2

0
.0

4
3

1
.6

2
7

0
.6

4
3

5
-
8
)

食
料

等
の

安
定

供
給

の
停

滞
3
.5

8
1
.6

2
4

3
.5

9
2
.6

1
5

5
-
9
)

異
常

渇
水

等
に

よ
る

用
水

供
給

途
絶

に
伴

う
、

生
産

活
動

へ
の

甚
大

な
影

響
0
.9

4
0

0
.0

4
3

1
.4

3
1

0
.6

4
4

6
-
1
)

電
力

供
給

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
（
発

変
電

所
、

送
配

電
設

備
）
や

都
市

ガ
ス

供
給

、
石

油
・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
等

の
長

期
間

に
わ

た
る

機
能

の
停

止
3
.8

6
8
.1

2
5
.3

2
6
.3

2

6
-
2
)

上
水

道
等

の
長

期
間

に
わ

た
る

供
給

停
止

2
.9

1
6

1
.8

2
1

2
.4

1
8

2
.2

1
9

6
-
3
)

汚
水

処
理

施
設

等
の

長
期

間
に

わ
た

る
機

能
停

止
1
.9

2
5

0
.5

4
0

1
.7

2
3

1
.2

3
2

6
-
4
)

新
幹

線
等

基
幹

的
交

通
か

ら
地

域
交

通
網

ま
で

、
陸

海
空

の
交

通
イ

ン
フ

ラ
の

長
期

間
に

わ
た

る
機

能
停

止
2
.0

2
2

2
.7

1
4

5
.2

4
3
.2

9

6
-
5
)

防
災

イ
ン

フ
ラ

の
長

期
間

に
わ

た
る

機
能

不
全

2
.1

2
0

0
.3

4
1

1
.0

3
4

0
.9

3
8

7
-
1
)

地
震

に
伴

う
市

街
地

の
大

規
模

火
災

の
発

生
に

よ
る

多
数

の
死

傷
者

の
発

生
2
.9

1
5

4
.0

6
1
.5

3
0

3
.1

1
0

7
-
2
)

海
上

・
臨

海
部

の
広

域
複

合
災

害
の

発
生

0
.7

4
4

1
.1

3
2

0
.1

4
5

0
.8

4
0

7
-
3
)

沿
線

・
沿

道
の

建
物

倒
壊

に
伴

う
閉

塞
、

地
下

構
造

物
の

倒
壊

等
に

伴
う
陥

没
に

よ
る

交
通

麻
痺

1
.5

2
9

1
.4

2
7

0
.3

4
2

1
.2

3
1

7
-
4
)

た
め

池
、

防
災

イ
ン

フ
ラ

、
天

然
ダ

ム
等

の
損

壊
・
機

能
不

全
や

堆
積

し
た

土
砂

、
火

山
噴

出
物

の
流

出
に

よ
る

多
数

の
死

傷
者

の
発

生
2
.0

2
1

1
.2

2
9

2
.5

1
7

1
.7

2
5

7
-
5
)

有
害

物
質

の
大

規
模

拡
散

・
流

出
に

よ
る

国
土

の
荒

廃
1
.2

3
5

1
.2

2
9

1
.0

3
5

1
.2

3
3

7
-
6
)

農
地

・
森

林
等

の
被

害
に

よ
る

国
土

の
荒

廃
1
.6

2
8

1
.6

2
4

2
.1

2
0

1
.7

2
6

8
-
1
)

大
量

に
発

生
す

る
災

害
廃

棄
物

の
処

理
の

停
滞

に
よ

り
復

興
が

大
幅

に
遅

れ
る

事
態

2
.2

1
9

1
.0

3
3

0
.9

3
6

1
.3

3
0

8
-
2
)

復
興

を
支

え
る

人
材

等
（
専

門
家

、
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

労
働

者
、

地
域

に
精

通
し

た
技

術
者

等
）
の

不
足

、
よ

り
良

い
復

興
に

向
け

た
ビ

ジ
ョ
ン

の
欠

如
等

に
よ

り
復

興
で

き
な

く
な

る
事

態
1
.5

3
0

0
.9

3
4

3
.2

1
0

1
.6

2
7

8
-
3
)

広
域

地
盤

沈
下

等
に

よ
る

広
域

・
長

期
に

わ
た

る
浸

水
被

害
の

発
生

に
よ

り
復

興
が

大
幅

に
遅

れ
る

事
態

1
.0

3
7

0
.8

3
6

0
.2

4
4

0
.7

4
2

8
-
4
)

貴
重

な
文

化
財

や
環

境
的

資
産

の
喪

失
、

地
域

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
崩

壊
等

に
よ

る
有

形
・
無

形
の

文
化

の
衰

退
・
喪

失
0
.9

4
1

2
.0

1
8

1
.1

3
3

1
.5

2
8

8
-
5
)

事
業

用
地

の
確

保
、

仮
設

住
宅

・
仮

店
舗

・
仮

事
業

所
等

の
整

備
が

進
ま

ず
復

興
が

大
幅

に
遅

れ
る

事
態

1
.6

2
7

2
.5

1
5

0
.6

4
1

1
.8

2
4

8
-
6
)

国
際

的
風

評
被

害
や

信
用

不
安

、
生

産
力

の
回

復
遅

れ
、

大
量

の
失

業
・
倒

産
等

に
よ

る
国

家
経

済
等

へ
の

甚
大

な
影

響
1
.0

3
8

2
.8

1
3

1
.7

2
4

2
.1

2
3

1
直

接
死

を
最

大
限

防
ぐ

2

救
助

・
救

急
、

医
療

活
動

が
迅

速
に

行
わ

れ
る

と
と

も
に

、
被

災
者

等
の

健
康

・
避

難
生

活
環

境
を

確
実

に
確

保
す

る

関
係

団
体

等
総

合
得

点
事

前
に

備
え

る
べ

き
８

目
標

４
５

の
最

悪
の

事
態

（
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
地

方
公

共
団

体
学

識
経

験
者

3
必

要
不

可
欠

な
行

政
機

能
は

確
保

す
る

4

必
要

不
可

欠
な

情
報

通
信

機
能

・
情

報
サ

ー
ビ

ス
は

確
保

す
る

5
経

済
活

動
を

機
能

不
全

に
陥

ら
せ

な
い

6

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

、
燃

料
供

給
関

連
施

設
、

交
通

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
等

の
被

害
を

最
小

限
に

留
め

る
と

と
も

に
、

早
期

に
復

旧
さ

せ
る

7

制
御

不
能

な
複

合
災

害
・

二
次

災
害

を
発

生
さ

せ
な

い

8

社
会

・
経

済
が

迅
速

か
つ

従
前

よ
り

強
靱

な
姿

で
復

興
で

き
る

条
件

を
整

備
す

る

２



(別紙２）重点化すべきプログラムの選定結果（案）

新重
点案

検討事項

○ 1-1)

○ 1-3)

○ 1-4)

○ 1-5)

○ 2-1)

○ 2-3)

3-2) プログラムの進捗状況を考慮（現重点中IPI最上位）

4-1) 4-3との関連を考慮

○ 4-3)

○ 5-1)

5-2) 5-1､6-1との関連を考慮

○ 5-5)

○ 5-8)

○ 6-1)

○ 7-6)

新重
点案

数値
順位

意見
聴取
数値

検討事項

2-5) 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 1 3.49 2-7との関連を考慮

6-4) 新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 2 3.15 5-5との関連を考慮

○ 7-1) 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 3 3.10

1-2) 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 4 2.93 7-1との関連を考慮

○ 2-7) 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 5 2.36

○ 6-2) 上水道等の長期間にわたる供給停止 6 2.20

1-6) 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 7 2.18

3-3) 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 8 2.08

8-6) 国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による国家経済等への甚大な影響 9 2.05

8-5) 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 10 1.83

食料等の安定供給の停滞

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止

農地・森林等の被害による国土の荒廃

現行の重点プログラムに相当するプログラム

その他のプログラム
（意見聴取数値上位１０位）

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生

広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

首都圏等での中央官庁機能の機能不全

防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、 避難行動や救助・支援が遅れる事態

サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響

太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

３



国土強靱化推進本部、懇談会等 事項別

5月
～6月

○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会

○国土強靱化推進本部

7月

○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会

○関係府省庁連絡会議

○国土強靱化推進本部

8月 ○平成31年度概算要求（各府省庁）

10月 ○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会

11月
～
12月

○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会

○国土強靱化推進本部
○閣議

○平成31年度予算案

H31年
1月

○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会

2月
～5月

○ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ懇談会
○国土強靱化推進本部

脆弱性評価指針

脆弱性評価

重点化プログラム

国土強靱化基本計画

（参考）基本計画見直しの進め方について

決定

意見聴取

議論

案を申し合わせ

概算要求へ反映

基本計画の一部
として決定

予算案へ反映 アクションプラン
2019（仮）

決定

議論

方針検討

議論

決定

議論

報告

４
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